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三
、
『
洪
範
五
行
伝
』 

  

前
章
第
一
節
で
、
『
尚
書
』
洪
範
に
於
け
る
五
行
に
つ
い
て
取
り
扱
っ
た
。
既
に
述
べ

た
通
り
、
洪
範
篇
そ
の
も
の
を
見
る
限
り
、
そ
こ
に
術
数
的
な
意
味
が
あ
っ
た
と
は
考
え

に
く
い
。
し
か
し
、
漢
代
に
な
る
と
、
洪
範
九
疇
の
字
を
用
い
て
失
政
と
災
異
（
天
譴
・

天
罰
と
し
て
生
じ
る
災
害
・
異
変
）
と
を
関
連
づ
け
、
災
異
に
対
処
す
る
方
法
を
示
す
『
洪

範
五
行
伝
』
と
い
う
文
献
が
現
れ
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
『
洪
範
五
行
伝
』
に
つ
い
て
、

特
に
五
行
の
要
素
に
注
目
し
な
が
ら
論
じ
る
。 

 

作
者
に
つ
い
て 

 

『
洪
範
五
行
伝
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
前
漢
初
期
の
伏
生
（
伏
勝
）
と
す
る
説
が
『
宋

書
』
巻
三
十 

五
行
志
の
序
文
に
見
え
、
以
後
も
定
説
と
さ
れ
て
来
た
。
こ
れ
は
、「
洪
範

五
行
伝
」
が
『
尚
書
大
伝
』
の
中
の
一
篇
と
し
て
流
伝
し(
1)

、
『
尚
書
大
伝
』
が
伏
生

の
学
説
を
ま
と
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う(

2)
。 

し
か
し
、
清
代
に
至
っ
て
趙
翼
が
伏
生
制
作
説
に
疑
義
を
呈
し
、
そ
の
作
者
を
夏
侯
始

昌
と
考
え
た(

3)

。
ま
た
、
民
国
期
に
は
繆
鳳
林
氏
が
、
近
年
で
は
徐
興
無
氏
・
陳
侃
理

氏
が
、
い
ず
れ
も
『
洪
範
五
行
伝
』
の
作
者
を
夏
侯
始
昌
と
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る(

4)

。 
 

夏
侯
始
昌
説
の
根
拠
は
、『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
上 

五
行
志
中
之
上
の
述
べ
る
、『
洪

範
五
行
伝
』
流
伝
の
来
歴
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
伏
勝
に
つ
い
て
の
言
及
が
無
く
、
『
洪
範

五
行
伝
』
に
通
達
し
た
人
物
と
し
て
夏
侯
始
昌
が
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
漢

書
』
巻
七
十
五 

夏
侯
勝
伝
に
、
夏
侯
勝
が
夏
侯
始
昌
よ
り
『
洪
範
五
行
伝
』
を
授
け
ら

れ
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に
基
づ
く
諌
言
を
行
っ
た
と
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
。

し
か
し
、
伏
勝
が
『
洪
範
五
行
伝
』
を
説
い
た
と
い
う
明
証
が
無
い
一
方
で
、
夏
侯
始
昌

が
『
洪
範
五
行
伝
』
を
創
作
し
た
と
い
う
記
述
も
見
当
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
夏
侯
始

昌
説
も
ま
た
論
拠
が
足
り
な
い(

5)

。 

 

以
上
の
通
り
、
作
者
に
つ
い
て
は
定
論
が
無
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
だ
、
夏
侯
始
昌
・

夏
侯
勝
に
至
っ
て
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
確
か
で
あ
り
、
つ
ま
り
成
立

の
下
限
は
前
漢
中
期
で
あ
る(

6)

。 

 

構
成 

 

現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
『
洪
範
五
行
伝
』
の
字
句
は
、
お
お
よ
そ
五
種
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
大
ま
か
に
示
す
（
順
序
は
陳
寿
祺
『
尚
書
大

伝
定
本
』(

7)

に
よ
る
排
列
に
従
っ
た
）。 

 

Ａ
．「
維
王
后
元
祀
…
…
爰
用
五
事
建
用
王
極
」(

8) 

禹
が
天
道
を
推
演
し
、
神
の
怒
り
に
よ
っ
て
六
沴
（
六
種
の
災
異
）
が
生
じ
た
際
に
、

そ
れ
を
解
消
す
る
方
法
を
述
べ
た
こ
と
。 

Ｂ
．「
長
事
一
曰
貌
貌
之
不
恭
…
…
時
則
有
日
月
乱
行
星
辰
逆
行
」(

9) 

五
事
（
貌
・
言
・
視
・
聴
・
思
心
）
及
び
皇
極
を
君
主
の
持
つ
べ
き
資
質
と
見
な
し
、

そ
の
い
ず
れ
か
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
欠
け
て
い
る
資
質
に
応
じ
た

咎
徴
・
極
、
及
び
妖
・
孽
・
禍
・
痾
・
眚
祥
と
い
っ
た
災
異
が
生
じ
る
こ
と
。 

Ｃ
．「
維
五
位
復
建
辟
厥
沴
…
…
我
民
人
無
敢
不
敬
事
上
下
王
祀
」(

10) 

六
沴
を
解
消
す
る
祭
祀
の
行
い
方
。
該
当
す
る
月
に
、
礼
に
則
っ
て
三
度
祭
祀
を
行

う
べ
き
と
言
う
。 

Ｄ
．「
田
猟
不
宿
…
…
則
水
不
潤
下
」(

11) 
ど
の
よ
う
な
行
為
が
、
五
行
の
ど
れ
を
損
な
う
か
に
つ
い
て
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。 

Ｅ
．「
東
方
之
極
…
…
小
人
楽
」(

12) 
 
 

五
方
位
・
十
二
月
の
地
理
・
時
令
に
つ
い
て
述
べ
る
。
島
邦
男
氏
は
「
五
行
伝
月
令
」
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と
呼
ん
だ(

13)

。
た
だ
し
、
こ
の
部
分
を
『
洪
範
五
行
伝
』
本
来
の
字
句
と
見
な
す

か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
筆
者
は
こ
れ
を
『
洪
範
五
行
伝
』
の
文
と
は
認

め
な
い(

14)

。 

 

簡
潔
に
ま
と
め
れ
ば
、
失
政
な
ど
の
人
為
的
原
因
に
よ
っ
て
災
異
が
生
じ
（
Ｂ
・
Ｄ
）
、

そ
れ
ら
は
祭
祀
に
よ
っ
て
解
消
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
Ａ
・
Ｃ
）
。
こ
の
う
ち
、

漢
人
に
よ
っ
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、
五
行
説
に
於
い
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
の
は
Ｂ
・

Ｄ
の
部
分
で
あ
る
。 

 

洪
範
九
疇
と
の
関
係 

 

右
に
並
べ
た
う
ち
の
Ｂ
・
Ｄ
部
分
は
、
『
尚
書
』
洪
範
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
洪
範
九
疇

と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
。
以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
。 

洪
範
九
疇
は
、
五
行
・
五
事
・
八
政
・
五
紀
・
皇
極
・
三
徳
・
稽
疑
・
庶
徴
・
五
福
六

極
の
九
項
目
か
ら
成
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
項
「
五
行
」・
第
二
項
「
五
事
」・
第
五
項
「
皇

極
」・
第
八
項
「
庶
徴
」・
第
九
項
「
五
福
六
極
」
の
内
容
を
以
下
に
示
す
。 

 

第
一
項
「
五
行
」 

水
―
―
潤
下 

 

火
―
―
炎
上 

 

木
―
―
曲
直 

 
 

金
―
―
従
革 

 

土
―
―
稼
穡 

 

第
二
項
「
五
事
」 

貌
―
―
恭
―
―
粛 

 

言
―
―
従
―
―
乂 

 

視
―
―
明
―
―
晢 

聴
―
―
聡
―
―
聖 

 

思
―
―
睿
―
―
聖 

 

第
五
項
「
皇
極
」 

 
 

皇
極 

 

第
八
項
「
庶
徴
」 

雨 
 

暘 
 

燠 
 

寒 
 

風 

・
休
徴 粛

―
―
時
雨
若 

 

乂
―
―
時
暘
若 

 

晢
―
―
時
燠
若 

謀
―
―
時
寒
若 

 

聖
―
―
時
風
若 

・
咎
徴 狂

―
―
恒
雨
若 

 

僭
―
―
恒
暘
若 

 

豫
―
―
恒
燠
若 

急
―
―
恒
寒
若 

 

蒙
―
―
恒
風
若 

 

第
九
項
「
五
福
六
極
」 

・
五
福 寿 

 

富 
 

康
寧 

 

攸
好
徳 

 

考
終
命 

・
六
極 凶

短
折 

 

疾 
 

憂 
 

貧 
 

悪 
 

弱 

 

五
事
の
「
粛
」・
「
乂
」
等
が
庶
徴
の
休
徴
の
中
に
見
え
る
が
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
関
連

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
基
本
的
に
は
諸
項
目
に
属
す
る
事
柄
を
列
挙
し

て
い
る
の
み
で
あ
り
、
項
目
を
超
え
た
つ
な
が
り
を
明
確
に
説
い
て
は
い
な
い
。 

し
か
し
、
『
洪
範
五
行
伝
』
は
、
Ｂ
部
分
に
於
い
て
、
五
事
や
皇
極
を
庶
徴
・
五
福
六

極
と
関
連
付
け
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
例
を
示
す
（
い
ず
れ
も
『
漢
書
』
五
行
志
の
引
く

字
句
に
基
づ
く
）。 

 

貌
之
不
恭
、
是
謂
不
肅
。
厥
咎
狂
、
厥
罰
恒
雨
、
厥
極
惡
。
時
則
有
服
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妖
、
時
則
有
龜
孽
、
時
則
有
雞
禍
、
時
則
有
下
体
生
上
之
痾
、
時
則
有

青
眚
青
祥
。
惟
金
沴
木
。 

容
貌
が
恭
し
く
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
不
粛
（
厳
粛
で
な
い
）
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
り

起
こ
る
咎
徴
は
狂
で
、
罰
は
時
宜
を
得
な
い
長
雨
、
六
極
は
悪
に
当
た
る
。
時
に
衣

服
の
妖
が
起
こ
り
、
時
に
亀
の
孽
が
起
こ
り
、
時
に
鶏
の
禍
が
起
こ
り
、
時
に
下
半

身
の
も
の
が
上
半
身
に
生
え
る
と
い
う
痾
が
起
こ
り
、
時
に
青
色
の
眚
・
祥
が
現
れ

る(

15)

。
こ
れ
ら
は
金
が
木
を
損
ね
た
の
で
あ
る
。 

 

皇
之
不
極
、
是
謂
不
建
。
厥
咎
眊
、
厥
罰
恒
陰
、
厥
極
弱
。
時
則
有
射

妖
、
時
則
有
龍
蛇
之
孽
、
時
則
有
馬
禍
、
時
則
有
下
人
伐
上
之
痾
、
時

則
有
日
月
亂
行
、
星
辰
逆
行
。 

君
主
が
中
正
で
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
「
不
建
」
（
立
た
な
い
）
と
い
う
。
こ
れ
に
よ

っ
て
起
こ
る
咎
徴
は
眊
で
、
そ
の
罰
は
曇
天
続
き
、
六
極
で
は
弱
が
こ
れ
に
当
た
る
。

時
に
射
に
ま
つ
わ
る
妖
が
起
こ
り
、
時
に
龍
・
蛇
の
孽
が
起
こ
り
、
時
に
馬
の
禍
が

起
こ
り
、
時
に
下
の
者
が
上
を
伐
つ
と
い
う
痾
が
起
こ
り
、
時
に
日
月
の
運
行
が
乱

れ
、
星
辰
が
逆
行
す
る
。 

 

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
咎
徴
（
「
狂
」
「
眊
」
）
・
極
（
「
悪
」
「
弱
」
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
洪

範
九
疇
の
第
八
項
「
庶
徴
」
・
第
九
項
「
五
福
六
極
」
の
う
ち
の
凶
事
と
し
て
述
べ
ら
れ

る
事
柄
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
災
異
を
「
沴
（
五
行
の
一
つ
が
別
の
一
つ
な
い
し
四

つ
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
こ
と
）
」
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
一
項
「
五
行
」

に
も
関
連
付
け
て
い
る
。 

 

ま
た
、
五
行
に
つ
い
て
の
説
で
も
、
や
は
り
洪
範
九
疇
の
語
句
を
用
い
て
い
る
。 

 

田
猟
不
宿
、
飲
食
不
享
、
出
入
不
節
、
奪
民
農
時
、
及
有
姦
謀
、
則
木

不
曲
直
。 

狩
猟
し
て
休
ま
な
か
っ
た
り
、
飲
食
に
節
度
を
失
っ
た
り
、
出
入
り
に
節
度
が
無
か

っ
た
り
、
（
農
繁
期
に
人
々
を
使
役
し
て
）
農
事
を
妨
げ
た
り
、
悪
事
を
企
ん
だ
り

す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
木
は
曲
げ
た
り
伸
ば
し
た
り
で
き
な
く
な
る
。 

 

「
木
」
は
も
と
よ
り
、「
曲
直
」
も
洪
範
九
疇
に
見
え
る
概
念
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
『
洪
範
五
行
伝
』
は
、
洪
範
九
疇
す
な
わ
ち
『
尚
書
』
洪
範
篇
の
字
句

を
多
用
し
、
五
行
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
『
洪
範
五
行
伝
』
と
い
う
名
も
、
洪
範
の
字
句

を
五
行
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
掘
り
下
げ
た
解
釈
を
施
し
た
こ
と
に
由
来
す
る

の
で
あ
ろ
う
。 

 

配
当
の
特
徴 

 

『
洪
範
五
行
伝
』
の
Ｂ
部
分
は
、
洪
範
九
疇
に
含
ま
れ
る
概
念
を
始
め
と
し
て
、
そ
の

他
様
々
な
事
物
を
五
事
・
皇
極
に
振
り
分
け
て
い
る
。
参
考
の
た
め
に
、
黄
啓
書
氏
が
ま

と
め
た
表
を
次
頁
下
段
に
掲
載
す
る
。 

こ
れ
ら
の
配
当
の
中
に
は
、
い
く
つ
か
時
令
等
の
五
行
説
と
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
眚
・
祥
の
振
り
分
け
が
次
の
通
り
に
な
っ
て
お
り
、
五
行
と
色
と
の
対
応
は
、
他

の
五
行
説
と
一
致
す
る
。 

 

貌 

（
木
） 

―
―
青
眚
青
祥 

 

視
（
火
）
―
―
赤
眚
赤
祥 

 
 

思
心
（
土
）
―
―
黄
眚
黄
祥 

 

言
（
金
）
―
―
白
眚
白
祥 

 
 

聴 
（
水
） 

―
―
黒
眚
黒
祥 

 

ま
た
、「
金
沴
木
」「
木
沴
金
」
と
い
っ
た
五
種
の
「
沴
」
は
、
金
・
木
・
火
・
水
・
土

を
時
令
等
の
説
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
順
に
西
・
東
・
南
・
北
・
中
央
に
配
当
し
た
場
合
、 
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前
頁
上
段
図
の
よ
う
に
な
り
、
非
常
に
整
然
と
し
た
形
で
整
理
で
き
る
。
つ
ま
り
、

方
位
と
五
行
と
の
対
応
を
念
頭
に
置
い
て
立
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
時
令
説
と
の
相
違
も
あ
る
。 

ま
ず
、
五
畜
の
配
当
が
や
や
異
な
る
。
月
令
で
は
、
「
食
麥
與
羊
」
「
食
菽
與
雞
」
「
食

稷
與
牛
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
季
節
ご
と
に
食
す
べ
き
五
穀
・
五
畜
（
羊
・
鷄
・
牛
・

犬
・
豕
）
を
挙
げ
て
お
り
、
春
は
羊
肉
、
夏
は
鶏
肉
を
食
す
べ
き
と
言
う
。
『
洪
範
五
行

伝
』
も
、
五
事
の
不
調
に
対
応
し
て
生
じ
る
異
常
現
象
を
挙
げ
る
中
で
、「
時
則
有
雞
禍
」

「
時
則
有
羊
禍
」「
時
則
有
牛
禍
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
禍
」
に
つ
い
て
六
畜
（
鷄
・
犬
・

羊
・
豕
・
牛
・
馬
）
を
挙
げ
て
い
る
の
だ
が
、
貌
の
不
調
に
は
鷄
禍
、
視
の
不
調
に
は
羊

禍
が
生
じ
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
月
令
で
は
木
に
羊
が
、
火
に
鷄
が
配
当
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
木
に
鷄
が
、
火
に
羊
が
配
当
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
月
令
で
は
、
「
其
蟲
鱗
」
「
其
蟲
羽
」
「
其
蟲
倮
」
と
い
う
よ
う
に
、
季
節
ご
と

に
対
応
す
る
「
蟲
」（
動
物
）
を
挙
げ
て
お
り
、
夏
は
羽
虫
（
羽
の
あ
る
動
物
）、
中
央
は

倮
虫
（
毛
や
羽
や
鱗
や
甲
羅
の
無
い
動
物
）、
秋
は
毛
虫
（
毛
の
あ
る
動
物
）、
冬
は
介
虫

（
甲
羅
の
あ
る
動
物
）
を
挙
げ
る
。
一
方
、
『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
、
異
常
現
象
の
一
種

で
あ
る
「
孼
」
に
つ
い
て
、
視
の
不
調
に
対
し
て
は
臝
虫
（
毛
や
羽
や
鱗
や
甲
羅
の
無
い

動
物
）
の
孼
、
思
心
の
不
調
に
対
し
て
は
花
の
孼
、
言
の
不
調
に
対
し
て
は
介
虫
の
孼
、

聴
の
不
調
に
対
し
て
は
魚
の
孼
が
生
じ
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
臝
虫
は
月
令
で
土
に
配

当
さ
れ
る
の
に
対
し
『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
火
に
配
当
さ
れ
、
介
虫
は
月
令
で
水
に
配
当

さ
れ
る
の
に
対
し
『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
金
に
配
当
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
相
違
を
ま
と
め
た
の
が
、
前
頁
中
段
の
図
で
あ
る
。
五
畜
に
つ
い
て
は
か
な

り
の
共
通
点
が
見
ら
れ
、
何
ら
か
の
影
響
関
係
か
、
あ
る
い
は
共
通
に
基
づ
い
た
何
ら
か

の
観
念
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い(

16)

。
一
方
、
「
虫
」
に
つ
い
て
は
全
く
共
通
点
が

見
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
『
洪
範
五
行
伝
』
は
孼
を
必
ず
し
も
全
て
「
○
蟲
之
孼
」
と
は

し
て
お
ら
ず
、「
龜
孼
」「
魚
孼
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
野
生
の
動
植
物
に
関
す
る
災
異
を

「
孼
」
と
し
て
ま
と
め
る
際
に
、
月
令
に
見
ら
れ
る
「
鱗
虫
」
「
羽
虫
」
と
い
っ
た
五
種

の
「
虫
」
と
い
う
用
語
や
五
行
へ
の
配
当
に
は
あ
ま
り
注
意
し
な
か
っ
た
か
、
少
な
く
と

も
合
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
は
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

同
様
に
、
月
令
と
一
致
し
な
い
の
が
、
Ｃ
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
不
調
の
五
事
・

皇
極
と
、
そ
れ
に
伴
う
災
異
を
解
消
す
る
祭
祀
を
行
う
べ
き
月
と
の
関
係
で
あ
る
。
以
下
、

そ
の
部
分
を
引
く
。 

 

二
月
三
月
維
貌
是
司
、
四
月
五
月
維
視
是
司
、
六
月
七
月
維
言
是
司
、

八
月
九
月
維
聽
是
司
、
十
月
十
一
月
維
思
心
是
司
、
十
二
月
與
正
月
維
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王
極
是
司
。 

二
月
・
三
月
は
貌
を
司
り
、
四
月
・
五
月
は
視
を
司
り
、
六
月
・
七
月
は
言
を
司
り
、

八
月
・
九
月
は
聴
を
司
り
、
十
月
・
十
一
月
は
思
心
を
司
り
、
十
二
月
・
正
月
は
王

極
（
皇
極
）
を
司
る
。 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
貌
（
木
）
は
二
・
三
月
、
視
（
火
）
は
四
・
五
月
、
言
（
金
）
は
六
・

七
月
、
聴
（
水
）
は
八
・
九
月
、
思
心
（
土
）
は
十
・
十
一
月
に
当
た
り
、
月
令
の
春
（
木
、

一
‐
三
月
）
・
夏
（
火
、
四
‐
六
月
）
・
中
央
（
土
、
該
当
月
無
し
、
も
し
く
は
六
月
）
・

秋
（
金
、
七
‐
九
月
）・
冬
（
水
、
十
‐
十
二
月
）
と
は
対
応
し
て
い
な
い(

17)

。 

以
上
の
よ
う
に
、
色
や
方
位
と
い
っ
た
基
本
的
な
事
柄
は
他
の
五
行
説
と
一
致
す
る
も

の
の
、
細
か
い
配
当
に
於
い
て
は
独
自
の
説
が
立
て
ら
れ
、
月
令
と
合
致
し
な
い
こ
と
が

い
く
つ
か
あ
る
。
た
だ
、
そ
も
そ
も
『
洪
範
五
行
伝
』
は
、
諸
災
異
を
君
主
の
資
質
の
欠

如
と
関
係
づ
け
る
の
で
あ
っ
て
、
月
令
と
は
話
題
の
異
な
る
文
献
で
あ
る
。
『
洪
範
五
行

伝
』
が
、
介
虫
（
甲
羅
の
あ
る
動
物
）
を
君
主
の
言
（
金
）
の
不
調
に
よ
っ
て
生
じ
る
も

の
と
説
く
こ
と
と
、
月
令
が
、
同
じ
く
介
虫
を
冬
（
水
）
に
当
た
る
動
物
と
見
な
す
こ
と

と
は
矛
盾
せ
ず
、
両
立
し
得
る
の
で
あ
る
。 
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 -------------------- 
 

以
上
、
本
節
で
は
、『
洪
範
五
行
伝
』
に
つ
い
て
の
基
本
事
項
を
確
認
し
た
。
こ
れ
は
、

『
尚
書
』
洪
範
に
示
さ
れ
た
洪
範
九
疇
の
文
面
を
用
い
て
、
諸
災
異
を
五
行
・
五
事
・
皇

極
に
配
当
す
る
。
尚
書
学
に
五
行
説
を
持
ち
込
ん
だ
文
献
と
謂
え
よ
う
。 

 

『
漢
書
』
五
行
志
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
献
は
夏
侯
始
昌
か
ら
夏
侯
勝
へ
、
そ
し
て
そ
れ

以
降
も
そ
れ
ぞ
れ
「
所
賢
弟
子
」
に
伝
え
て
行
っ
た
と
い
う(

18)

。
実
際
、
夏
侯
氏
の
学

を
継
ぐ
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が(

19)

、
あ
ま
り
盛
ん
に
宣
伝
さ
れ
た

形
跡
は
無
い(

20) 
 

し
か
し
、
前
漢
末
、
劉
向
に
よ
っ
て
顕
彰
さ
れ
、
劉
歆
に
よ
る
議
論
を
経
て
、
大
い
に

流
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
後
漢
に
至
る
と
班
固
が
こ
れ
に
基
づ
い
て
『
漢
書
』
五
行
志
を

撰
し
、
ま
た
鄭
玄
も
注
釈
を
付
け
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
後
の
経
学
に
於
け
る
五
行
説

に
、
大
い
に
影
響
を
与
え
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
章
以
降
に
論
じ
る
。 

 


